
ペアレントトレーニング実践研修事業仕様書 

 

 １ 目 的 

発達障がい児・者の保護者等が子どもの行動特性を理解し、子どもへの効果的な褒め方や指

示の出し方など適切な関わり方を学ぶ「ペアレントトレーニング」の技法の普及に当たり、県

内の保育士や保健師等、発達障がい児・者及びその保護者等への支援に従事する職員が「ペア

レントトレーニング」の技法を身につけ、保護者等へ適切な支援ができる体制の構築を図る。 

 

 ２ 実施主体 

   県内に主たる事務所を有し、過去に「ペアレントトレーニング」の研修にかかる活動実績の

ある団体。 

 

 ３ 事業実施地域 

   岩手県内とする。 

 

 ４ 実施期間 

   契約締結の日から令和７年３月31日までとする。 

 

 ５ 委託事業の内容 

 （１） 対象者 

   次のいずれにも該当する者 

 ア 県内の福祉、保健、教育等の分野で、発達障がいを持つ子ども及びその保護者へ指    

導又は支援に従事する者（以下「従事者」という。） 

 イ 研修対象者が所属する機関において、ペアレントトレーニングの知識、技法を活用  

した指導又は支援（以下「ペアトレ」という。）に取り組むとともに、従事者の技量を

蓄積できるよう支援する意思があること 

ウ 研修対象者の所属機関は、研修修了者である従事者が所属する機関である旨県が公 

表することを了承すること 

（２） 研修内容 

    次の目標、内容に沿ったものとし、具体的内容は受託者において定めること 

  ア 目標 

   （ア） 発達障がいを持つ子ども及びその保護者に対する、従事者の日常的な指導又 

は支援において、ペアトレを活用した取組を継続的に実施できること 

   （イ） 従事者が保護者とともにペアトレの効果を評価（振り返り）し、次の指導支 

援の目標（めあて）を構想できること 

  イ 回数 

    ２回以上 

（３） ウェブ配信 

    遠隔地の者や子育て中の者を考慮し、可能な限り受講者限定のウェブ配信を実施す 

ること 

（４） 対象者への周知 

    周知先及び方法を受託者と事前に協議のうえ、対象者へ周知すること 

 

 

 



 ６ 事業実施にあたっての留意事項 

（１） 危機管理への対応について 

自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置

を講じること。 

（２） 安全衛生管理について 

本事業参加者の安全及び衛生管理には、十分に配慮すること。 

（３） 個人情報の管理について 

本事業実施で得た個人情報は、岩手県個人情報保護条例等の規定により取り扱うこと。 

（４） 契約の変更について 

仕様書に定める業務以外に必要な業務が生じた時は、協議により契約の変更が行われる

ことがあること。 

（５） 経費の使途について 

     岩手県から支払われる業務委託料を本事業実施に伴い発生する業務に係る経費以外の費

用に充当しないこと。 

（６） 本事業の経理簿の保存について 

     本事業の経理簿を明瞭に作成する（他事業の会計区分と分ける）とともに、支払に要し

た書類等について、事業完了後５年間保存すること。 

（７） 事業完了時等について 

     事業完了時又は本事業が実施できなくなったときは、別に契約書に定める様式により実

績報告書を提出すること。 

  

７ その他  

（１） 受託者が、事業の実施に当たり６の各号に反した場合には、委託契約額の一部又は全部

を返還させることができる。 

（２） 実績報告書受領後に、前金払により受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は

本事業により発生した収入があるときは、受託者に対し、その額を返還させるものとする。 

（３） 委託費の支給事由と同一の事由による各種助成金（国が実施するもの及び国が他の団体 

等に委託して実施するものを含む。）、奨励金等の公的な補助との併給はできないものとす

る。 


